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主 要 判 決 全 文 紹 介

事案の概要

　本件は、特許第3277180号に対する無効審判請求（無効2018－800040号）において、請求を却下とした
審決の取消訴訟である。
　審決は、請求人（原告）と被請求人（被告）との間においては、本件特許無効審判の審決時前において、
すでに不争条項を含む本件和解契約が締結されており、契約書の第２条本文の規定からすると、契約締
結以降、請求人は、本件特許について特許無効審判を請求しない旨の合意が成立しているといえ、請求
人は、特許無効審判の請求により、本件特許権の効力を争う地位を有しないから、特許法第123条２項に

貴社のグローバル知財戦略を、

競合他社の開発動向を踏まえた権利化で

支援する異次元プロフェッショナル集団

ttdc-ip@ml.toyota-td.jp

外 国 出 願 ・ 権 利 化

TTDC, your IP partner 

≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（二重瞼形成用テープまたは糸及びその製造方法－不争条項を含む
和解契約後にした無効審判請求における当事者の請求人適格性）［上］（全２回）

−平成31年（行ケ）第10053号、令和元年12月19日判決言渡−


